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Ⅰ　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
ド
イ
ツ
売
買
法
に
お
け
る
追
完
の
履
行
場
所
に
関
す
る
問
題
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
売
買
契
約
に
お
い
て
売
主
が
瑕
疵
あ

る
物
を
提
供
し
た
場
合
、
買
主
は
追
完
請
求
権
（
代
物
給
付
ま
た
は
瑕
疵
修
補
権
）
を
有
す
る
が
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
七
条
一
号
、
四
三
九
条
一

項
）、
こ
の
と
き
売
主
の
追
完
義
務
の
履
行
場
所
は
ど
こ
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
問
題
は
、
実
務
上
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
民
法
上
の
明
文
規
定
を
欠
い
て
い
る
た
め
、
債
務
法
改
正
後
の
ド
イ
ツ
売
買
法
に
お
い
て
争
い
の
あ
る
テ
ー
マ
の
一
つ
と
な
っ

て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
一
月
八
日
に
は
、
請
負
契
約
の
事
案
で
は
あ
る
が
、
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
は
じ
め
て
の
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
断
が

示
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
判
決
を
中
心
に
、
従
来
の
学
説
の
議
論
も
踏
ま
え
つ
つ
、
追
完
の
履
行
場
所
に
関
す
る
問
題
を
検
討
し
た
い
。

Ⅱ　

問
題
の
所
在

　

売
主
が
瑕
疵
あ
る
物
を
提
供
し
た
場
合
、
そ
れ
だ
け
で
は
直
ち
に
自
ら
の
給
付
義
務
を
履
行
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
三

条
一
項
に
よ
れ
ば
、
売
主
は
瑕
疵
の
な
い
物
を
引
き
渡
す
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
買
主
は
な
お
契
約
に
適
合
し
た
物
の
引
渡
し
を
請
求
で
き

る
。
も
っ
と
も
、
売
主
が
瑕
疵
あ
る
物
を
引
き
渡
し
た
と
し
て
も
、
危
険
移
転
の
時
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
四
条
一
項
、
四
四
六
条
、
四
四
七
条
）

を
基
準
と
し
て
瑕
疵
担
保
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ（

1
）、

こ
の
時
点
以
降
、
買
主
の
履
行
請
求
権
は
追
完
請
求
権
（
代
物
給
付
ま
た
は
瑕
疵
修
補

権
）
に
転
化
す
る
。
目
的
物
が
契
約
へ
の
適
合
性
を
欠
く
場
合
、
買
主
は
、
ま
ず
追
完
請
求
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず（

2
）、

即
時
に
契
約

解
除
な
い
し
損
害
賠
償
等
の
権
利
を
行
使
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
瑕
疵
あ
る
物
の
買
主
が
こ
れ
ら
の
権
利
を
行
使
す
る
に

は
、
追
完
の
た
め
の
相
当
な
期
間
を
定
め
、
そ
の
期
間
を
徒
過
し
た
こ
と
が
要
件
と
な
る（

3
）（

Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
二
三
条
一
項
、
四
三
七
条
二
号
）。

　
（
一
〇
三
〇
）
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原
則
と
し
て
、
買
主
は
、
追
完
の
た
め
の
相
当
な
期
間
を
経
過
す
れ
ば
こ
れ
ら
の
権
利
を
行
使
で
き
る
が
、
売
主
の
追
完
に
対
し
て
買
主

自
身
が
協
力
義
務
を
負
っ
て
い
る
場
合
に
は
注
意
を
要
す
る
。
こ
の
場
合
、
買
主
と
し
て
は
た
だ
漫
然
と
追
完
期
間
の
経
過
を
待
っ
て
い
れ

ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
判
例
に
よ
る
と
、
給
付
を
行
う
に
あ
た
っ
て
債
権
者
の
協
力
を
要
す
る
場
合
、
そ
の
債
権
者
が
必
要
と
さ

れ
る
協
力
行
為
を
行
っ
た
こ
と
が
当
該
権
利
行
使
の
要
件
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

4
）。

し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
追
完
が
売
主
の
住
所

で
行
わ
れ
る
べ
き
場
合
、
買
主
は
瑕
疵
あ
る
物
を
売
主
の
も
と
へ
返
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
買
主
の
協
力
義
務
）。
こ
の
と
き
、
買
主

が
瑕
疵
あ
る
物
を
売
主
の
も
と
へ
返
送
し
な
け
れ
ば
、
た
と
え
定
め
ら
れ
た
追
完
期
間
を
経
過
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
協
力
義
務
を
尽
く
し

た
こ
と
に
な
ら
な
い
た
め
、
解
除
等
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
売
主
の
追
完
義
務
の
履
行
場
所
が
買
主
の

住
所
（
通
常
は
物
の
所
在
地
）
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
協
力
義
務
は
存
せ
ず
、
買
主
は
相
当
期
間
の
経
過
を
待
っ
て
自
己
の
権

利
を
行
使
す
れ
ば
足
り
る
。
こ
の
よ
う
に
、
追
完
の
履
行
場
所
は
、
買
主
の
契
約
解
除
権
や
損
害
賠
償
請
求
権
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
に
関
す
る
明
文
の
規
定
を
欠
い
て
い
る
た
め
、
解
釈
上
の
疑
義
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。

Ⅲ　

下
級
審
裁
判
例
お
よ
び
学
説

　

追
完
の
履
行
場
所
は
、
原
則
と
し
て
、
当
事
者
の
合
意
に
基
づ
い
て
定
ま
る
。
事
業
者
間
取
引
に
お
い
て
は
、
約
款
で
定
め
て
お
く
こ
と

も
可
能
で
あ
る（

5
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
当
事
者
の
明
示
的
な
合
意
が
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
黙
示
の
合
意
、
契
約
解
釈
（
一
三
三
条
、
一
五
七

条
、
二
四
二
条
）
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
法
律
の
規
定
の
解
釈
に
よ
っ
て
追
完
場
所
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
来
の
下
級
審
裁
判
例
お
よ
び
学
説
で
は
、
大
別
し
て
、
二
つ
の
見
解
が
主
張
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
時
々
の
購
入
物
の
所
在
地

を
追
完
の
履
行
場
所
と
す
る
見
解
と
第
一
次
的
給
付
債
務
の
履
行
地
を
追
完
の
履
行
場
所
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
二
つ
の
見
解

　
（
一
〇
三
一
）
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か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

1
　
物
の
所
在
地
（B

elegenheitsort

）

⑴　

瑕
疵
あ
る
物
の
所
在
地
を
追
完
の
履
行
場
所
と
み
る
見
解
で
あ
る
。
下
級
審
裁
判
例
で
は
、
二
〇
〇
四
年
三
月
三
日
の
メ
ン
デ
ン
区
裁

判
所
第
四
民
事
部
判
決（

6
）お

よ
び
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
一
二
日
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
上
級
地
方
裁
判
所
第
一
五
民
事
部
判
決（

7
）が

こ
の
よ
う
な
見
解
を

示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
両
判
決
に
よ
れ
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
九
条
二
項
（
売
主
の
費
用
負
担
に
関
す
る
規
定
）
の
趣
旨
・
目
的
か
ら
す
る

と
、
追
完
請
求
権
の
履
行
場
所
は
﹁
契
約
目
的
に
従
っ
て
物
が
所
在
し
て
い
る
場
所
﹂
で
あ
り
、﹁
通
常
は
買
主
の
住
所
﹂
と
な
る
。

⑵　

学
説
に
お
い
て
も
、
追
完
の
履
行
場
所
を
物
の
所
在
地
と
み
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
る（

8
）。

こ
こ
で
も
、
追
完
場
所
を
物
の
所
在
地
と
す

る
こ
と
が
立
法
者
意
思
な
い
し
売
主
の
費
用
負
担
義
務
を
定
め
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
九
条
二
項
の
規
定
の
趣
旨
に
合
致
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て

い
る（

9
）。

さ
ら
に
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
（F

lorian F
aust

）
に
よ
れ
ば
、
反
対
説
の
よ
う
に
追
完
場
所
を
当
初
の
給
付
場
所
と
す
る
と
、
買
主
は
、

売
主
の
も
と
へ
物
を
届
け
る
た
め
、
時
間
と
労
力
を
費
や
し
て
運
送
の
準
備
を
整
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
運
送
の
た
め
に
支
出
し
た
費

用
に
つ
い
て
も
、
売
主
の
無
資
力
に
よ
っ
て
求
償
で
き
な
く
な
る
リ
ス
ク
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、

買
主
に
﹁
重
大
な
不
利
益
﹂
を
被
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
消
費
用
動
産
売
買
指
令
三
条
三
項
三
文
の
趣
旨
に
反
す
る
と
い
う（

10
）。

物

の
所
在
地
を
追
完
場
所
と
解
し
て
も
、
売
主
に
と
っ
て
運
送
費
用
が
不
均
衡
な
ほ
ど
高
額
に
な
る
場
合
に
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
九
条
三
項
に
基

づ
く
追
完
拒
絶
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
問
題
は
生
じ
な
い（

11
）。

こ
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
追
完
（
代
物
給
付
お
よ
び
修
理
し
た

物
の
買
主
へ
の
返
還
）
は
、
当
初
の
引
渡
債
務
の
性
質
が
何
で
あ
っ
た
か
を
問
わ
ず
、﹁
持
参
債
務
﹂
と
な
る（

12
）。

　
（
一
〇
三
二
）
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2
　
当
初
の
給
付
場
所
（der ursprüngliche Leistungsort

）

⑴　

通
説
的
見
解
に
対
し
て
、
第
一
次
的
給
付
義
務
の
履
行
地
を
追
完
の
履
行
場
所
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
買
主
は
、

瑕
疵
あ
る
物
を
当
初
の
給
付
場
所
ま
で
返
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
当
初
の
債
務
が
送
付
債
務
ま
た
は
取
立
債
務
で
あ
っ

た
場
合
、
買
主
は
売
主
の
も
と
へ
瑕
疵
あ
る
物
を
返
送
す
る
義
務
を
負
う
。
こ
れ
が
買
主
の
協
力
義
務
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
買
主
が
支
出

し
た
運
送
費
用
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
九
条
二
項
に
基
づ
い
て
賠
償
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
買
主
が
協
力
義
務
を
怠
っ
た
場
合
、

追
完
期
間
が
適
法
に
経
過
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
た
め
、
買
主
は
契
約
解
除
権
等
の
権
利
を
行
使
で
き
な
い
。

⑵　

裁
判
例
と
し
て
は
、
二
〇
〇
七
年
六
月
二
〇
日
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
上
級
地
方
裁
判
所
第
二
〇
民
事
部
判
決（

13
）が

あ
る
。
本
件
は
、
自
動
車
の

売
買
契
約
に
お
い
て
、
購
入
し
た
自
動
車
の
瑕
疵
を
理
由
に
原
告
が
契
約
の
解
除
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
が
、
原
告
が
瑕
疵
を
除
去
す
る
た

め
に
自
動
車
を
被
告
の
営
業
所
所
在
地
ま
で
運
搬
す
る
準
備
を
整
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
同
裁
判
所
は
、﹁
本
件
で
は

⋮
⋮
当
事
者
の
合
意
を
欠
く
た
め
、
追
完
の
履
行
場
所
は
、
被
告
の
売
買
契
約
上
の
引
渡
義
務
の
履
行
地
た
る
被
告
営
業
所
所
在
地
と
な
る

（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
六
九
条
一
項
）。﹂
と
判
示
し
て
、
原
告
の
協
力
義
務
違
反
を
理
由
に
契
約
の
解
除
を
認
め
な
か
っ
た
。
こ
の
判
決
は
、
追
完
の

履
行
場
所
を
当
初
の
給
付
場
所
と
す
る
結
論
を
、
追
完
請
求
権
の
法
的
性
質
か
ら
基
礎
づ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
追
完
請
求
権
は
﹁
履
行

請
求
権
が
転
化
し
た
も
の
（der m

odifizierte E
rfüllungsanspruch

）﹂
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
追
完
の
履
行
場
所
も
当
初
の
給
付
場
所
と

一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う（

14
）。

⑶　

こ
の
見
解
に
立
つ
学
説
も
、
追
完
請
求
権
の
法
的
性
質
を
根
拠
と
し
て
上
記
裁
判
例
と
同
様
の
結
論
を
導
い
て
い
る（

15
）。

シ
ュ
ー
ル
ホ
ル

ツ
（M

artina Schürholz

）
に
よ
れ
ば
、
費
用
負
担
義
務
を
定
め
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
九
条
二
項
は
、
追
完
の
履
行
場
所
に
つ
い
て
何
も
述
べ

て
い
な
い
の
で
あ
り
、
支
配
的
見
解
の
よ
う
に
、
こ
の
規
定
と
追
完
場
所
と
を
連
結
さ
せ
る
必
要
性
は
ま
っ
た
く
な
い
。
む
し
ろ
、﹁
追
完

の
履
行
場
所
に
関
す
る
問
題
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
九
条
二
項
の
費
用
規
定
と
は
別
個
の
も
の（

16
）﹂

と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
ス
カ

　
（
一
〇
三
三
）
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メ
ル
（F

rank Skam
el

）
は
、
買
主
に
運
送
義
務
を
課
す
と
、
そ
の
者
に
一
定
程
度
の
負
担
を
か
け
て
し
ま
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、

そ
れ
が
﹁
重
大
な
﹂
不
利
益
を
生
じ
さ
せ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
と
す
る（

17
）。

3
　
折
衷
的
見
解

⑴
　
前
述
し
た
二
つ
の
見
解
の
ほ
か
に
も
、
様
々
な
学
説
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
物
の
所
在
地
を
追
完
場
所
と
す
る
見
解
を
基

礎
に
置
き
つ
つ
も
、
消
費
用
動
産
売
買
以
外
の
取
引
に
つ
い
て
は
当
初
の
給
付
場
所
を
追
完
場
所
と
み
な
す
可
能
性
を
示
唆
す
る
フ
ー
バ
ー

（P
eter H

uber

）
の
見
解（

18
）、

あ
る
い
は
、
買
主
が
修
補
を
請
求
し
て
い
る
か
、
代
物
の
引
渡
し
を
請
求
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
区
別
す
る
エ

ク
ス
ラ
ー
（Jürgen O

echsler

）
の
見
解（

19
）な

ど
が
あ
る
。

⑵　

こ
の
ほ
か
、
追
完
場
所
を
一
律
に
定
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
購
入
物
の
種
類
に
応
じ
て
、
個
別
に
判
断
す
る
と
の
見
解
も
あ
る
。
ハ
ー

ス
（L

othar H
aas

）
の
見
解
が
そ
れ
で
あ
る（

20
）。

ハ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
諸
々
の
事
情
、
と
く
に
﹁
債
務
関
係
の
性
質
﹂
や
消
費
用
動
産
売
買

指
令
三
条
三
項
三
文
の
保
護
目
的
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
個
々
の
物
に
つ
い
て
追
完
場
所
が
確
定
さ
れ
る
。
疑
義
が
生
ず
る
場
合
、
追
完
は

原
則
と
し
て
物
の
所
在
地
（
買
主
の
住
所
地
）
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
売
買
目
的
物
の
種
類
に
応
じ
て
追
完
場
所
を
区
別
す
る
見
解
は
、
近
時
、
ピ
ル
ス
（M

ichael P
ils

）
に
よ
っ
て
支

持
さ
れ
、
具
体
化
さ
れ
て
い
る（

21
）。

ハ
ー
ス
と
同
様
に
ピ
ル
ス
も
、
一
般
的
に
は
、
取
引
通
念
や
消
費
用
動
産
売
買
指
令
の
保
護
目
的
を
基
礎

に
、
売
主
お
よ
び
買
主
の
双
方
の
利
益
状
況
を
比
較
衡
量
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
に
つ
い
て
個
別
的
に
追
完
場
所
を
確
定
す
る
。
も

っ
と
も
、
そ
の
際
の
衡
量
に
あ
た
っ
て
は
、
さ
ら
に
、
①
平
均
的
消
費
者
が
通
常
の
運
送
手
段
を
用
い
て
自
ら
物
を
運
送
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
否
か
（
運
送
適
格
）、
②
不
均
衡
な
ほ
ど
高
額
な
運
送
費
用
を
生
じ
さ
せ
て
い
な
い
か
（
費
用
の
不
均
衡
性
）
と
い
う
具
体
的
な
評
価

基
準
を
示
す
。
こ
の
基
準
に
照
ら
し
て
、
売
主
の
も
と
へ
購
入
物
を
運
送
さ
せ
る
こ
と
を
買
主
に
期
待
で
き
な
い
場
合
に
は
、
物
の
所
在
地

　
（
一
〇
三
四
）
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が
履
行
場
所
に
な
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
郵
便
小
包
な
ど
で
配
達
で
き
る
物
に
は
運
送
適
格
が
肯
定
さ
れ
る
が
、
買
主
が
日
常
の
取
引
で

は
通
常
利
用
し
な
い
運
送
会
社
で
あ
っ
た
り
、
技
術
的
に
特
殊
な
道
具
（
た
と
え
ば
、
ク
レ
ー
ン
車（

22
））

を
用
い
な
け
れ
ば
運
搬
で
き
な
い
よ

う
な
物
に
は
運
送
適
格
が
否
定
さ
れ
る
。
費
用
の
不
均
衡
性
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
九
条
三
項
を
参
酌
し
て
判
断
す
る（

23
）。

⑶　

も
っ
と
も
、
折
衷
説
（
消
費
用
動
産
売
買
か
否
か
で
区
別
す
る
見
解
、
代
物
給
付
と
修
補
と
で
区
別
す
る
見
解
、
売
買
目
的
物
の
種
類

に
応
じ
て
区
別
す
る
見
解
）
に
対
し
て
は
、
そ
の
よ
う
に
区
別
す
る
法
律
上
の
根
拠
が
な
い
と
か
、
法
的
安
定
性
・
明
確
性
に
欠
け
る
と
い

っ
た
指
摘
も
あ
る（

24
）。

Ⅳ　

連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
〇
八
年
一
月
八
日
判
決

1
　
新
判
例
の
概
要

　

上
述
の
と
お
り
、
追
完
の
履
行
場
所
に
関
し
て
下
級
審
裁
判
例
お
よ
び
学
説
で
様
々
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
近
時
、
請
負
契

約
に
お
け
る
損
害
賠
償
請
求
の
事
案
で
、
連
邦
通
常
裁
判
所
第
一
〇
民
事
部（

25
）（

以
下
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
と
い
う
。）
が
は
じ
め
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て

判
断
を
示
し
た
。

　
本
件
は
、
原
告
が
被
告
か
ら
取
得
し
た
ヨ
ッ
ト
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
た
め
、
原
告
が
今
な
お
現
存
す
る
瑕
疵
を
除
去
す
る
の
に
必
要
な
費
用

の
前
払
い
と
第
三
者
に
修
理
作
業
を
さ
せ
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
費
用
の
賠
償
、
な
い
し
被
告
の
求
め
に
応
じ
て
本
件
ヨ
ッ
ト
を
被
告
の
造
船

所
ま
で
運
送
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
費
用
の
賠
償
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。
第
一
審
（
キ
ー
ル
地
方
裁
判
所
）
は
原
告
の
請
求
を
認
容
し
た

が
、
控
訴
審
（
シ
ュ
レ
ー
ス
ヴ
ィ
ヒ
上
級
地
方
裁
判
所
）
は
、
当
事
者
間
に
お
い
て
追
完
場
所
に
関
す
る
合
意
が
認
め
ら
れ
な
い
以
上
、
本

件
ヨ
ッ
ト
の
修
補
場
所
は
被
告
の
造
船
所
の
所
在
地
で
あ
る
と
判
示
し
、
運
送
費
用
の
賠
償
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
は
原
告
の
請
求
を
棄
却

　
（
一
〇
三
五
）
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し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
以
下
の
と
お
り
判
示
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
・
差
し
戻
し
た
。

　
﹁
当
事
者
間
に
別
段
の
定
め
が
な
く
、
疑
義
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
は
、
修
補
す
べ
き
物
が
契
約
ど
お
り
に
存
在
し
て
い
る
場
所
で
修
補

が
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
二
〇
〇
一
年
一
一
月
二
六
日
の
債
務
法
現
代
化
法
（B

G
B

lⅠ
S. 3138

）
が
施
行
さ
れ
る
以

前
か
ら
す
で
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。
⋮
⋮
同
法
施
行
後
も
、
こ
の
点
に
変
更
は
な
い
（
売
買
法
上
の
請
求
権
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
）。

⋮
⋮
旧
法
と
同
じ
く
新
法
の
下
で
も
、
事
業
者
は
運
送
費
を
含
む
修
補
費
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ

旧
六
三
三
条
二
項
二
文
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
六
三
五
条
二
項
）、
こ
の
点
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
な
い
。
こ
の
規
定
か
ら
は
、
た
と
え
ば
必
要
な
運
送

費
を
負
担
す
る
事
業
者
の
義
務
が
明
ら
か
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
費
用
負
担
義
務
に
つ
い
て
、
原
審
に
よ
れ
ば
、
事
業
者
が
注
文
者
の

と
こ
ろ
へ
物
を
取
り
に
行
く
べ
き
こ
と
を
当
該
規
定
は
予
定
し
て
い
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
規
定
は
、
瑕
疵
を
除
去
す
る
際
に
、
取
得
者
に
さ
ら
な
る
﹃
費
用
﹄
を
支
出
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
確
認
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、

む
し
ろ
運
送
費
、
交
通
費
、
労
務
費
お
よ
び
材
料
費
は
、
も
っ
ぱ
ら
売
主
の
負
担
と
な
る
。
購
入
物
の
取
得
者
が
こ
の
物
を
供
給
者
の
も
と

へ
運
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
、
こ
う
し
た
負
担
の
割
当
て
や
利
益
評
価
に
合
致
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
く
に
目
的
物
が

比
較
的
大
き
い
と
き
に
は
、
受
領
者
が
目
的
物
を
運
送
で
き
な
い
場
合
が
多
い
し
、
あ
る
い
は
運
送
で
き
る
と
し
て
も
非
常
に
困
難
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
前
提
の
下
で
、
法
律
上
の
評
価
に
従
え
ば
、
旧
法
と
同
じ
く
新
法
に
お
い
て
も
、
瑕
疵
担
保
の
時
点
に
お
い
て
目
的
ど
お
り
に

物
が
存
在
す
る
場
所
を
瑕
疵
担
保
の
履
行
場
所
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
六
九
条
）
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
売
買
法
上
の
追
完
請
求
権
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
る
⋮
⋮
）。
し
た
が
っ
て
、
本
件
で
は
、
ヨ
ッ
ト
の
係
船
場
が
履
行
場
所
と
な
る
。﹂。

2
　
考
察

　

本
判
決
の
重
要
な
意
義
は
、
ま
ず
、
請
負
契
約
に
お
け
る
修
補
場
所
に
つ
き
、
旧
法
と
同
様（

26
）、

修
補
す
べ
き
物
が
契
約
ど
お
り
に
存
在
す

　
（
一
〇
三
六
）
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る
場
所
で
目
的
物
の
修
補
が
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
確
認
し
た
点
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
売
買
契
約
上
の
追
完
請
求
権
と
の
関
係
で
は
、﹁
物
の

所
在
地
﹂
が
追
完
の
履
行
場
所
と
な
る
こ
と
を
は
じ
め
て
明
示
し
た
点
に
意
義
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
後
者
に
つ
い
て
、
学
説
で
は
有
力
な

批
判
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
判
決
に
お
い
て
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
追
完
の
履
行
場
所
を
﹁
物
の
所
在
地
﹂
と
解
す
る
に
至
っ
た
理
由
は
ど
こ

に
あ
る
の
か
。
こ
こ
で
は
、
従
来
の
学
説
の
到
達
点
を
踏
ま
え
て
、
若
干
の
考
察
を
加
え
て
お
き
た
い
。

　

す
で
に
見
た
と
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
通
説
は
、
追
完
の
履
行
場
所
を
﹁
物
の
所
在
地
﹂
と
す
る
論
拠
を
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
九
条
二
項
に
求
め
て

い
た
。
同
条
項
の
文
言
そ
れ
自
体
は
、﹁
売
主
は
、
追
完
の
た
め
に
必
要
な
費
用
、
特
に
運
送
費
、
交
通
費
、
労
務
費
お
よ
び
材
料
費
を
負

担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
規
定
す
る
だ
け
で
あ
り
、直
接
に
は
追
完
の
履
行
場
所
に
つ
い
て
述
べ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

通
説
が
そ
の
よ
う
な
帰
結
を
導
く
の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
少
数
説
の
よ
う
に
追
完
場
所
を
﹁
当
初
の
給
付

場
所
﹂
と
す
る
と
、
売
主
の
住
所
ま
で
の
運
送
費
用
を
ま
ず
買
主
が
支
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
の
支
出
し
た
運
送
費

用
に
つ
い
て
も
、
売
主
に
求
償
で
き
な
く
な
る
リ
ス
ク
を
買
主
が
負
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
少
数
説
に
よ
っ
て
も
、
買
主
が
実
際
に

支
払
っ
た
運
送
費
用
に
つ
い
て
は
最
終
的
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
九
条
二
項
に
基
づ
い
て
賠
償
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
通
説
の
主
要
な
論
拠
は
、

売
主
へ
求
償
で
き
な
く
な
る
リ
ス
ク
を
買
主
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
消
費
用
動
産
売
買
指
令
三
条
三
項
三
文
の
意
味
で
の
﹁
重
大
な
不
利

益
﹂
に
な
る
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る（

27
）。

　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
通
説
的
見
解
の
よ
う
に
、
売
主
へ
求
償
で
き
な
く
な
る
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
も
の
の
、
民
法
の
費
用
負
担

の
規
定
を
、
た
と
え
一
時
的
で
あ
れ
、
取
得
者
（
買
主
）
に
﹁
さ
ら
な
る
﹃
費
用
﹄
を
支
出
さ
せ
﹂
る
こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
売
主
に
費
用

の
負
担
を
割
り
当
て
た
も
の
と
考
え
て
い
る
点
で
通
説
と
同
様
で
あ
る（

28
）。

さ
ら
に
、
本
判
決
で
は
、
購
入
し
た
物
が
比
較
的
大
き
い
場
合
な

ど
、
そ
も
そ
も
受
領
者
に
対
し
て
購
入
物
の
運
送
を
期
待
で
き
な
い
場
合
に
、
そ
の
者
の
解
除
権
ま
た
は
損
害
賠
償
請
求
権
等
の
権
利
行
使

が
妨
げ
ら
れ
る
危
険
も
考
慮
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
実
質
的
考
慮
も
従
来
の
通
説
的
見
解
に
従
っ
た
も
の
と
評
価
で
き
る（

29
）。

　
（
一
〇
三
七
）
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Ⅴ　

今
後
の
課
題

　

上
述
の
と
お
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
従
来
の
通
説
的
見
解
に
従
い
、
追
完
の
履
行
場
所
を
﹁
物
の
所
在
地
﹂
と
す
る
判
断
を
示
す
に
至
っ
た
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
見
解
を
採
用
す
る
場
合
、
追
完
の
﹁
自
己
実
施
（Selbstvornahm

e

）﹂
に
関
す
る
判
例
理
論
と
の
間
で
緊
張
関

係
が
生
じ
な
い
か
と
の
指
摘
が
あ
る（

30
）。

　
二
〇
〇
五
年
二
月
二
三
日
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
例（

31
）に

よ
れ
ば
、
追
完
の
た
め
の
期
間
を
定
め
る
こ
と
な
く
、
自
ら
瑕
疵
あ
る
物
の
修
補
を
行
っ

た
買
主
の
費
用
賠
償
請
求
は
す
べ
て
否
定
さ
れ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
二
六
条
二
項
二
文
︹
利
益
償
還
請
求
︺
の
適
用
ま
た
は
類
推
適
用
も
認
め
ら

れ
な
い
）。
買
主
は
売
主
の
﹁
追
完
権
（N

acherfüllungsrecht

）﹂
を
侵
害
し
た
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
。
追
完
の
中
に
は
運
送
も
含
ま

れ
る
の
で
、
追
完
場
所
を
﹁
物
の
所
在
地
﹂
と
解
す
る
判
例
を
前
提
に
す
る
と
、
買
主
が
自
ら
瑕
疵
あ
る
物
を
売
主
の
も
と
へ
返
送
し
た
場

合
、
買
主
は
売
主
の
﹁
追
完
権
﹂
―
売
主
が
自
ら
選
択
し
た
方
法
で
運
送
す
る
権
利
ま
た
は
し
な
い
権
利
―
を
侵
害
し
た
こ
と
に
な
り
、

運
送
費
用
の
賠
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い（

32
）。

し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
必
ず
し
も
法
律
に
精
通
し
て
い
な
い
消
費
者
が
自
己
の
法
感

覚
・
法
意
識
を
頼
り
に
、
自
ら
瑕
疵
あ
る
物
を
売
主
の
も
と
へ
返
送
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
場
合
、
こ
の
者
は
も
は
や
売
主
に
対
し
て
運
送

に
か
か
っ
た
費
用
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
結
論
を
﹁
不
当（

33
）﹂

と
考
え
る
立
場
か
ら
は
、
二
つ
の
判
例
規
範
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
今
後
は
、
売

買
法
に
お
け
る
追
完
の
問
題
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
考
察
が
必
要
と
な
ろ
う
。

（
1
）　

V
gl. C

la
u

s-W
ilh

elm
 C

a
n

a
ris, in

: E
gon

 L
oren

z 

（H
rsg.

） K
arlsru

h
er F

oru
m

 2002 : S
ch

u
ld

rech
tsm

od
ern

isieru
n

g, 

（2003

） S. 72.; H
a

rm
 P

eter 

W
esterm

a
n

n
, in: M

ünch-K
om

m
, 5. A

ufl., （2008

） §
434 R

n. 4.

こ
れ
に
対
し
て
、F

loria
n

 F
a

u
st, in: B

am
berger/R

oth, K
om

m
entar zum

 B
ürgerlichen 
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法
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六
一
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三
号

G
esetzbuch, B

and 1, 2. A
ufl. （2007

） §
433 R

n. 13., §
437 R

n 4 ff.

は
、
買
主
が
瑕
疵
の
付
着
し
た
目
的
物
を
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
六
三
条
の
意
味
で
履
行
と
し
て
認
容
し

た
と
き
を
基
準
と
す
る
。

（
2
）　

V
gl. S

tep
h

a
n

 L
oren

z / T
h

om
a

s R
ieh

m
, L

ehrbuch zum
 neuen Schuldrecht, （2002

） Rn. 576.

（
3
）　

V
gl. B

T-D
ru

cks, 14 / 6040 S. 230.

（
4
）　

V
gl. B

G
H

, N
JW

 1996, 1745.; P
alandt/ H

elm
u

t H
ein

rich
s, （2005

） §
323 R

n. 15.; F
a

u
st, a. a. O

., （F
n. 1

） §
437 R

n. 23.

（
5
）　

た
だ
し
、
消
費
用
動
産
売
買
の
場
合
に
は
問
題
が
あ
る
。
履
行
場
所
に
関
す
る
条
項
自
体
が
無
効
と
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（vgl. P

alandt / 

H
ein

rich
s, a. a. O

., （F
n. 4

） §
307 R

n. 103.

）。

（
6
）　

A
G

 M
en

d
en

, N
JW

 2004, 2171.

（
7
）　

O
L

G
 M

ü
n

ch
en

, N
JW

 2006, 449 （m
. A

nm
. J. K

rü
ger

）.; Z
G

S 2006, 155.

（
8
）　

V
gl. P

eter H
u

ber, D
er N

acherfüllungsanspruch im
 neuen K

aufrecht, N
JW

 2002, 1006.; d
ers., in: H

u
ber / F

a
u

st, Schuldrechtsm
odernisierung, 

（2002

） K
ap. 13, R

n. 27.; K
la

u
s T

ied
tke / M

a
rco S

ch
m

itt, P
roblem

e im
 R

ahm
en des kaufrechtlichen N

acherfüllungsanspruchs 

（TeilⅠ

）, D
StR

 

2004, 2016, 2018.; Staudinger / R
ola

n
d

 M
a

tu
sch

e-B
eckm

a
n

n
, B

G
B

, （2004

）§
439 R

n. 9.; B
eckm

ann / S
eba

stia
n

 P
a

m
m

ler, jurisP
raxisK

om
m

entar-

B
G

B
, B

and 2.2, 2. A
ufl. 

（2004

） §
439 R

n 28 ff.; E
rm

ann / B
a

rba
ra

 G
ru

n
ew

a
ld

, 11., neu A
ufl. 

（2004

） §
439 R

n. 3.; U
lrich

 B
ü

d
en

ben
d

er, in 

A
nw

K
om

m
-B

G
B

, 

（2005

） §
439 R

n. 25 f.; P
alandt / H

ein
rich

s, a. a. O
., 

（F
n. 4

） §
269 R

n. 15.; H
artm

ut O
etker / F

elix
 M

a
u

ltzsch
, V

ertragliche 

Schuldverhältnisse, 3. A
ufl. （2007

） §
2 R

n.183.; F
a

u
st, a. a. O

., （F
n. 1

） §
439 R

n. 13.; S
tep

h
a

n
 L

oren
z, N

acherfüllungskosten und Schadensersatz 

nach ,,neuem
“ Schuldrecht– w

as bleibt vom
 ,,D

achziegel “ -F
all?, Z

G
S 2004, 408.; d

ers., Schuldrechtsreform
 : D

rei Jahre danach, N
JW

 2005, 1889, 

1895.; d
ers., F

ünf Jahre ,,neues ” Schuldrecht im
 Spiegel der R

echtsprechung, N
JW

 2007, 1, 5.; W
esterm

a
n

n
, a. a. O

., （F
n. 1

） §
439 R

n. 7.; Staudinger / 
R

ola
n

d
 M

ich
a

el B
eckm

a
n

n
, K

auf （2008

） S. 584.

（
9
）　

V
gl. H

u
ber, N

JW
 2002, 1006.; d

ers., a. a. O
., （F

n. 8

） K
ap. 13, R

n. 27.; F
a

u
st, a. a. O

., （F
n. 1

） §
439 R

n. 13.; T
ied

tke / S
ch

m
itt, D

StR
 2004, 2016, 

2018.

（
10
）　

V
gl. F

a
u

st, JuS 2008, 84, 85.

（
11
）　

V
gl. H

u
ber, N

JW
 2002, 1006.; d

ers., a. a. O
., （F

n. 8

） K
ap. 13, R

n. 27.; T
ied

tke / S
ch

m
itt, D

StR
 2004, 2016, 2018.; B

ü
d

en
ben

d
er, a. a. O

., （F
n. 8

） 

§
439 R

n. 25.; F
a

u
st, a. a. O

., （F
n. 1

） §
439 R

n. 13.
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（
12
）　

V
gl. B

ü
d

en
ben

d
er, a. a. O

., （F
n. 8

） §
439 R

n. 25.; F
a

u
st, a. a. O

., （F
n. 1

） §
439 R

n. 13.; W
esterm

a
n

n
, a. a. O

., （F
n. 1

） §
439 R

n. 7.
（
13
）　

O
L

G
 M

ü
n

ch
en

, N
JW

 2007, 3214.; Z
G

S 2007, 398.; Jus 2008, 84

（F
aust

）.
（
14
）　

V
gl. O

L
G

 M
ü

n
ch

en
, N

JW
 2007, 3214 f.

（
15
）　

V
gl. M

a
tth

ia
s Ja

cobs, in: D
as neue Schuldrecht in der P

raxis, （2003

） S. 374 f.; Jauernig / C
h

ristia
n

 B
erger, B

G
B

, 12. A
ufl., （2007

） §
439 R

n. 

11 f.

（
16
）　

V
gl. M

a
rtin

a
 S

ch
ü

rh
olz, D

ie N
acherfüllung im

 neuen K
aufrecht, （2005

） S. 56.

（
17
）　

V
gl. F

ra
n

k S
ka

m
el, D

ie G
renzen des kaufrechtlichen N

acherfüllungsanspruchs, D
A

R
 2004, 565, 568.; d

ers., L
eistungsort der N

acherfüllung, 

Z
G

S 2006, 227, 229.

（
18
）　

V
gl. H

u
ber, a. a. O

., （F
n. 8

） K
ap. 13, R

n. 26 ff.

（
19
）　

V
gl. Jü

rgen
 O

ech
sler, Schuldrecht B

esonderer Teil V
ertragsrecht, （2003

） §
2 R

n. 139. 

エ
ク
ス
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
修
補
義
務
の
履
行
場
所
は
購
入
物
の

所
在
地
で
あ
る
。
売
主
は
、
こ
の
場
所
で
物
を
修
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
代
物
給
付
の
履
行
場
所
は
当
初
の
給
付
場
所
（
通
常

は
債
務
者
の
住
所
地
）
と
な
る
。
ま
さ
に
、
当
初
の
物
に
代
え
て
こ
の
場
所
で
別
の
物
を
引
き
渡
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
20
）　

V
gl. L

oth
a

r H
a

a
s, in: H

aas / M
edicus / R

olland / Schäfer / W
endtland, D

as neue Schuldrecht, （2002

） K
ap. 5, R

n. 154.

（
21
）　

V
gl. M

ich
a

el P
ils, D

er O
rt der N

acherfüllung im
 K

aufrecht, JuS 2008, 767.

（
22
）　

V
gl. A

G
 M

en
d

en
, N

JW
 2004, 2171.

（
購
入
し
た
応
接
セ
ッ
ト
を
屋
外
か
ら
ク
レ
ー
ン
車
を
用
い
て
二
階
に
搬
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
案
で
あ
る
。）。

（
23
）　

V
gl. P

ils, JuS 2008, 767, 769 f.

（
24
）　

V
gl. T

ied
tke/S

ch
m

itt, D
StR

 2004, 2016, 2018.

（
25
）　

B
G

H
 U

rt. v. 8. 1. 2008 –Ⅹ
 Z

R
 97/05. 

＝ N
JW

-R
R

 2008, 724.; s. auch B
G

H
 U

rt. v. 15. 7. 2008 –Ⅷ
 Z

R
 211/07. 

＝ N
JW

 2008, 2837 （T
z. 27 （4

））.

（
26
）　

V
gl. B

G
B

 R
G

R
K

 / R
od

erich
 G

la
n

zm
a

n
n

, 12. A
ufl., §

633 R
n. 17.; Staudinger / F

ra
n

k P
eters, B

G
B

, 12. A
ufl., §

631 R
n. 45.

（
27
）　

V
gl. F

a
u

st, JuS 2008, 84, 85.

（
28
）　

V
gl.  B

G
H

, N
JW

-R
R

 2008, 724 （T
z. 13

）. 

本
件
は
請
負
契
約
の
事
案
で
あ
る
た
め
、
事
業
者
の
費
用
負
担
義
務
の
根
拠
規
定
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
六
三
五
条
二
項
に
求
め
ら

れ
る
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
も
述
べ
る
と
お
り
、
そ
こ
で
の
利
益
評
価
は
売
買
契
約
上
の
売
主
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
九
条
二
項
）
に
も
同
じ
く
妥
当
す
る
。

（
29
）　

た
と
え
ば
、B

ü
d

en
ben

d
er, a. a. O

. （F
n. 8

） §
439 R

n. 25.
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（
30
）　

V
gl. F

a
u

st, JuS 2008, 84, 85.
（
31
）　

B
G

H
Z

 162, 219

＝N
JW

 2005, 1348. 

判
例
の
詳
し
い
紹
介
と
見
解
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
田
中
宏
治
﹁
ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
お
け
る
買
主
自
身
の
瑕
疵
修
補
﹂
阪

法
五
五
巻
三
・
四
号
（
二
〇
〇
五
年
）
八
五
一
頁
、
そ
れ
以
前
の
下
級
審
裁
判
例
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
青
野
博
之
﹁
売
買
目
的
物
の
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
お
け

る
買
主
に
よ
る
瑕
疵
除
去
―
ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
追
完
請
求
﹂
駒
沢
法
曹
一
号
（
二
〇
〇
五
年
）
二
七
頁
以
下
、そ
の
ほ
か
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
も
含
め
て
、岡
孝
﹁
ド

イ
ツ
契
約
法
の
最
前
線
﹂
加
藤
雅
信
ほ
か
編
﹃
二
十
一
世
紀
判
例
契
約
法
の
最
前
線　

野
村
豊
弘
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
﹄（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
〇
六
年
）

五
二
一
頁
、
五
三
八
頁
以
下
を
参
照
。

（
32
）　

V
gl. F

a
u

st, JuS 2008, 84, 85.

（
33
）　

V
gl. F

a
u

st, JuS 2008, 84, 85.

は
、
買
主
が
瑕
疵
あ
る
物
を
自
ら
売
主
の
も
と
へ
送
る
と
い
う
自
然
な
情
動
に
つ
い
応
じ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
、
費
用
を
負
担
し

つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
の
は
不
当
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
、
二
〇
〇
八
年
一
月
八
日
判
決
の
立
場
を
不
当
と
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
追
完

の
自
己
実
施
に
関
す
る
判
例
理
論
を
修
正
す
る
方
向
で
の
解
決
を
目
指
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
―
私
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
誤
り
の
あ
る
―
Ｏ
Ｌ
Ｇ
判
決
︹
筆

者
注
―O

L
G

 M
ü

n
ch

en
, N

JW
 2007, 3214. 

＝
﹁
当
初
の
給
付
場
所
﹂︺
は
、
―
私
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
誤
り
の
あ
る
―
自
己
実
施
に
関
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
例

の
結
論
を
一
部
修
正
し
、
そ
の
よ
う
な
不
当
な
結
論
を
回
避
す
る
の
に
役
立
ち
う
る
。﹂
と
述
べ
る
。

　
（
一
〇
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）


